
国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

１．調達内容

　（１）調達番号 医病028

　（２）調達件名及び数量

(内訳は別紙仕様書のとおり)

　（３）納入期限

　（４）納入場所

２．見積参加資格

　（１）国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。

　（２）本学と取引実績のある者であること。

３．見積書の提出場所等

〒565-0871  大阪府吹田市山田丘2番15号

国立大学法人大阪大学医学部附属病院教育研究支援課研究推進係

電話　06-6210-8278

　（２）国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法

　（３）見積書提出期限

 ４．その他

　（１）契約保証金　　　　 免除

　（２）契約書作成の要否　  要

　（３）その他詳細は、「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。

令和7年3月17日　17時15分

公募型見積合わせ公告

貸出用スマートフォン関連機器　　　1式

令和7年3月10日

令和7年4月11日

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホームペー
ジにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。

　（１）見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者
　　  　心得の交付場所及び問合せ先

国立大学法人大阪大学医学部附属病院



仕   様   書 
 

供給すべき物品の表示 ： 貸出用スマートフォン関連機器 一式（別紙構成内訳のとおり） 
 

供給者は、本仕様書に基づき、下記の事項により物品を供給するものとする。 
 

記 
 
１．納入物品は、国立大学法人大阪大学 医学部附属病院の以下の場所にそれぞれ搬入設置を行うこと。 

・貸出用スマートフォン 統合診療棟６階 アイセンター外来受付 
・デジタルサイネージ  中央診療棟２階 臨床検査受付 
            統合診療棟１階 B ブロック受付、正面玄関、西口玄関 
            統合診療棟２階 エスカレータ付近、I ブロック受付 
・タブレット      統合診療棟６階 アイセンター受付 
            統合診療棟５階 周産期センター外来受付 
            統合診療棟２階 E ブロック受付 
            統合診療棟１階 総合案内（４台） 
            統合診療棟地下２階 放射線外来受付 

オンコロジーセンター１階 受付 
 
 
２．供給者は、本仕様書に基づき、搬入・組立・据付・MDM 設定・各機器の動作設定・動作確認等、稼働

までに必要な作業を行うものとする。 
 
３．貸出用スマートフォンには、院内受付情報を管理するプラスメディ社製の wellcne アプリを始めとして

院内で使用する必要なアプリをインストールし、無線 LAN もしくは LTE/5G などの通信設定を行い、使

用できる状態までセットアップして納品すること。 
 
４．貸出用スマートフォンにインストールした wellcne アプリについては、運用上返却後に初期化を行う必

要があるため、一連の初期化作業に伴う操作手順書を作成し、関係者に教育を実施すること。 
 
５．貸出用スマートフォンは、所在確認やアプリ状況を一括管理する目的で Mobile Device Management

（MDM）システムを導入し、管理ができるようセットアップすること。 
 
６．４３型サイネージディスプレイは、サイネージスタンドに搭載し、廊下設置をするものとする。そのう

えで、角度調整等を行い本学教職員の了承を得るものとする。 
 
７．サイネージ用に使用する PC は、受付用 QR コードが表示できる OS やブラウザ、及びアプリケーショ

ンの設定を行い、使用できる状態までセットアップして納品すること。 
 
８．サイネージ用に使用する PC は、サイネージスタンドに搭載し、サイネージディスプレイに接続した状



態で納品すること。その際、PC のセットアップに使用したキーボードやマウス等の入力デバイスは設置時

には取り外した状態にしておき、必要に応じて接続してメンテナンスできる状態にしておくこと。 
 
９．すべての機器において、無線 LAN 接続を行うものとするが、デジタルサイネージについては、電源供

給用ケーブルはある程度動かすことができるように配線し、まとめておくこと。 
 
10．タブレットは、受付用 OR コードが表示できる OS やブラウザ、及びアプリの設定を行い使用できる状

態までセットアップして納品すること。 
 
11．タブレットは、ケース及び盗難防止用のワイヤーと南京錠を取り付けた状態で納品すること。 
 
12．搬入等の作業スケジュールについて事前に打合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。 
 
13．機器の納品・設置については、平日日中帯に実施すること。また、納品・設置の際の入館調整等は供給

者が責任をもって実施すること。 
 
14．搬入・設置等の際に発生した雑芥の廃棄物は、供給者の責任において適正に処分すること。 
 
15．納品成果物、機器設定一覧表を納品時に提出すること。 
 
16．物品の納入期限は、令和７年４月１１日（金）とする。 
   
17．搬入においては、本学施設に損傷を与えないよう十分な注意を払うよう努め、必要があれば搬入経路に

養生等を施すこと。本学の建物、設備等に損傷を与えた場合は、供給者の責任において原状に復すること。 
 
18．物品代金は、検収後、当該月の翌々月までに支払うものとする。 
 
19．本契約は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。 
 
20．その他詳細については、本学担当者との協議によるものとする。 



物品内訳書 (別紙）

メーカー名 型　　　式 数　量 単位

【スマートフォン】

1 motorola edge 50 pro モトローラ PB1K0000JP 59 台

2
PDA工房
（ユニバーサルシステムズ㈱）

120PDA60177958 59 式

【デジタルサイネージ】

3 43型4K液晶ディスプレイ ㈱アイ・オー・データ機器 LCD-U431D 6 台

4 サイネージスタンド ハヤミ工産㈱ XS-74 6 台

5 ウルトラコンパクトPC エプソンダイレクト㈱ Endeavor ST60E　※ 6 台

【タブレット】

6 Wi-Fiタブレット 京セラ㈱ KC-T304C 9 台

7 保護ケース 京セラ㈱ CST306 9 個

8 充電置台 京セラ㈱ ODT302 9 台

9 南京錠セット ㈱バッファロー BLN04WM 9 式

搬入、組立、据付、MDM設定、各機器の設定・動作確認作業含む

※機器構成

【Endeavor ST60E】

スタンダードモデル　

Windows 11 Pro 64bit

本体カラー白・インテル Core i3-1315Uプロセッサー

8GB(8GB×1)PC5-5200 DDR5 SDRAM

256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)

インテル WiFi 6E(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2

インテル ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載)

インテル PTT(TPM 2.0)(標準搭載)

USB 10Gbps(A×2, C×2), USB 5Gbps(A×1), USB2.0×1(標準搭載)

USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト

USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト

リカバリーメディアセット(Windows 11 Pro 64bit)

5年間訪問修理(PC本体)

品　　　　　名

Flexible Shield Matte【反射低減】保護フィル
ム motorola edge 50 pro/edge 50S pro



調達番号：　　医病028

調達件名：　　

見　積　金　額 金 円也

    　　
　　　令和　　年　　月　　日

    　
　　　国立大学法人大阪大学   殿

住　　所

会 社 名

氏　　名 ［印］

電話番号

　※ 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
　※ 見積書の日付は、提出日を記載してください。

　※ 本学が見積公告【２．見積参加資格（１）（２）】以外に見積参加資格を示した場合、
　　 それを有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

　国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準を熟知し、公募型見積合わせ方式参加者心得を承
諾の上、上記の金額によって見積します。

貸出用スマートフォン関連機器　　　1式

見　　積　　書



供給すべき物品の表示：

(内訳は別紙仕様書のとおり)

　

第１条 供給者は、発注者に対し、別紙仕様書に従って物品の供給をするものとする。

第２条 物品は、国立大学法人大阪大学医学部附属病院に納入するものとする。

第３条 物品の納入期限は、令和7年4月11日とする。

第４条

第５条 代金は、１回に支払うものとする。

第６条 代金は、検収後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。

第７条 契約保証金は、免除する。

第８条

第９条

第10条

　上記契約の成立を証するため発注者及び供給者は、次に記名し、印を押すものとする。

　この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。

発注者 吹田市山田丘2番15号

国立大学法人大阪大学医学部附属病院

病院長　野々村 祝夫　

供給者

令和7年　月　日

納品書は、国立大学法人大阪大学医学部附属病院教育研究支援課研究推進係に送付すべきものとする。

　この契約について必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。

　この契約について発注者と供給者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解
決するものとする。

　この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と供給者とが協議して定めるものと
する。

物品供給契約書（案）

貸出用スマートフォン関連機器　　　1式

代金額 金         円也  (うち消費税額及び地方消費税額        円)

　上記の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づ
き、代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。

  発注者　国立大学法人大阪大学医学部附属病院　病院長　野々村 祝夫　　と供給者 　　　との間において、上記の物品
（以下「物品」という。）について、上記の代金額で、供給契約を結ぶものとする。


